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は
じ
め
に

「
伏
見
宮
記
録
文
書
」（
函
架
番
号
二
五
六
│
四
〇
）
は
、「
宮
家
の
命
に
よ
っ
て
家
従

の
浦
野
直
輝
が
宮
家
蔵
の
古
記
録
・
古
文
書
を
書
写
し
」
た
も
の
で
、「
同
書
は
明
治
十

九
年
、
数
点
を
除
い
て
も
う
一
部
謄
写
さ
れ
、
東
大
史
料
編
纂
所
に
架
蔵
さ
れ
」、
そ
の

後
、
こ
れ
ら
の
原
本
で
あ
る
伏
見
宮
家
の
蔵
書
類
は
、「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
に
収
め
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
も
含
め
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
前
後
に
宮
内
庁
書
陵
部
に
移

管
さ
れ
た
（
飯
倉
晴
武
執
筆
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」（『
国
史
大
辞
典
』））。
さ
ら
に
飯
倉

は
「
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
」
に
お
い
て
、
蔵
書
類
は
元
・
亨
・
利
・
貞
の
四
つ
に
分
類

さ
れ
て
お
り
、
元
は
宸
翰
類
、
亨
は
宮
家
歴
世
の
御
筆
類
、
利
は
臣
下
の
著
作
・
記
録
・

作
品
類
、
貞
は
他
の
宮
家
・
著
名
人
の
筆
跡
・
作
品
類
で
あ
る
と
す
る
。
伏
見
宮
の
蔵
書

類
は
書
陵
部
に
移
管
後
、
整
理
の
過
程
で
筆
跡
調
査
な
ど
に
よ
り
、
筆
者
に
誤
り
が
あ
る

も
の
や
統
合
さ
れ
書
名
が
変
更
さ
れ
る
な
ど
、「
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
」
に
見
え
る
書

名
を
書
陵
部
の
蔵
書
中
か
ら
検
索
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
対
照
表
を
作
成
し
た
。
ま
た
「
伏
見
宮
本
は
書
陵
部
に
引
継
が
れ
る
時
、
元
亨
利
は
そ

れ
ぞ
れ
大
き
な
長
持
ち
に
、
貞
は
や
や
大
き
め
の
手
文
庫
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う

移
管
当
時
の
保
管
形
態
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
な
ど
、
整
理
を
担
当
し
た
当
事
者
と
し
て

の
貴
重
な
記
述
も
見
ら
れ
興
味
深
い
）
1
（

。

「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
は
古
文
書
・
古
典
籍
を
書
写
し
た
も
の
を
編
綴
し
た
書
写
本

（
八
七
冊
。
以
下
、
書
写
本
と
称
す
る
）
と
目
録
で
あ
る
「
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
」（
一

冊
。
以
下
、
文
書
目
録
と
称
す
る
）
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
の
装
丁
は
い
ず
れ
も
縹
色
の
布

目
紙
表
紙
袋
綴
じ
に
題
簽
を
持
つ
。
書
写
本
に
は
題
簽
が
二
枚
貼
ら
れ
て
い
る
。
一
枚
に

は
例
え
ば
「
伏
見
宮
文
書
記
録
廿
二
」
と
書
名
と
数
字
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
が
、「
廿
二
」

は
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
の
通
し
番
号
で
書
写
本
の
最
終
の
「
八
十
七
」
ま
で
ふ
ら
れ
て

お
り
、
も
う
一
枚
は
所
収
す
る
古
文
書
・
古
典
籍
の
書
名
等
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
文
書

目
録
は
題
簽
は
一
枚
で
「
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
」
と
な
っ
て
い
る
。

書
写
本
は
各
冊
に
「
図
書
寮
編
修
課
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
古
典
籍
・

文
書
毎
に
書
写
奥
書
が
見
え
て
い
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
に
よ
り
原
本
よ
り
書
写
さ
れ

た
時
期
が
分
か
る
（
別
表
参
照
）。

文
書
目
録
に
は
一
部
戦
後
に
補
充
し
た
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
宮
内
省
一
三
行
罫
紙
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
書
写
本
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
図
書
寮
編
修
課
」
の
印
は
捺
さ

「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
の
成
立

相　

曽　

貴　

志
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平戸記寛元2年2月～3月 明治8年5月10日
平戸記寛元2年4月 明治8年5月14日
平戸記寛元2年5月～6月 明治8年5月13日
平戸記寛元2年7月～9月 明治8年5月16日
平戸記寛元2年10月 明治8年5月17日
平戸記寛元2年11月～12月 明治8年5月18日

伏見宮記録文書43 葉黄記寛元4年正月1日～28日 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年5月21日
葉黄記寛元4年正月29日～30日 明治7年5月23日
葉黄記寛元4年3月 明治7年5月25日

伏見宮記録文書44 葉黄記寛元4年4月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年5月26日
葉黄記寛元4年閏4月～6月 明治7年5月27日
葉黄記寛元4年秋 明治7年5月29日
葉黄記寛元4年冬 明治7年5月31日

伏見宮記録文書45 葉黄記寛元5年正月～3月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年6月4日
葉黄記宝治元年4月 明治7年6月3日
葉黄記宝治元年5月～6月 明治7年6月8日
葉黄記宝治元年秋 明治7年6月7日

伏見宮記録文書46 葉黄記宝治2年春夏 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年6月9日
葉黄記宝治2年秋 明治7年6月12日
葉黄記宝治2年10月～11月 明治7年6月11日
葉黄記宝治2年12月～閏12月 明治7年6月12日

伏見宮記録文書47 清原重憲記康治3年正月 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年6月7日
清原重憲記康治3年2月 明治8年6月19日
清原重憲記天養元年3月～4月 明治8年6月18日
清原重憲記天養元年10月～12月 明治8年7月9日

伏見宮記録文書48 経俊卿記宝治元年10月～12月 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年8月8日

伏見宮記録文書49 中右記保延2年6月～12月 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年5月21日

藤原公衡公自筆永仁六年記 北白川家家扶
富井政恒

明治6年8月

伏見宮記録文書50 建内記嘉吉元年3月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年10月29日
建内記嘉吉元年4月 明治7年10月28日
建内記嘉吉元年5月 明治7年10月30日
建内記嘉吉元年6月 明治7年11月4日
建内記嘉吉元年7月 明治7年11月5日
建内記嘉吉元年8月 明治7年11月11日

伏見宮記録文書51 建内記嘉吉元年後9月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年11月8日
建内記嘉吉元年10月 明治7年11月10日
建内記嘉吉元年11月 明治7年11月13日
建内記嘉吉元年12月 明治7年11月15日

伏見宮記録文書52 建内記嘉吉2年4月、嘉吉3年2月、3月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年11月27日

伏見宮記録文書53 建内記嘉吉3年5月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年11月19日
建内記嘉吉3年6月 明治7年11月23日
建内記嘉吉3年7月 明治7年11月28日
建内記嘉吉4年正月下 明治7年11月29日

伏見宮記録文書54 建内記文安元年4月上 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年12月2日
建内記文安元年4月下 明治7年12月7日
建内記文安元年5月 明治7年12月11日
建内記文安元年6月1日～19日 明治7年12月11日

伏見宮記録文書55 建内記文安4年2月16日～30日 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年12月16日
建内記文安4年後2月下 明治8年3月16日
建内記文安4年3月 明治7年12月16日
建内記文安4年4月 明治7年12月23日

伏見宮記録文書56 建内記文安4年5月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年12月29日
建内記文安4年6月1日～15日 明治8年1月29日
建内記文安4年7月 明治8年1月31日
建内記文安4年9月上 明治8年2月6日
建内記文安4年9月下 明治8年2月5日

伏見宮記録文書57 建内記文安4年10月下 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年2月10日
建内記文安4年11月上 明治8年1月13日
建内記文安4年11月中 明治8年2月26日
建内記文安4年11月下 明治8年2月23日
建内記文安4年12月上 明治8年3月14日

伏見宮記録文書58 建内記永享嘉吉文安年中裁断之記 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年4月10日

伏見宮記録文書59 薩戒記応永33年正月6日 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年8月27日
薩戒記応永33年3月29日 明治7年8月26日
薩戒記応永33年除目 明治7年7月18日
薩戒記応永32年正月下 明治7年7月18日

伏見宮記録文書60 中宮御産部類記他 記載なし
伏見宮記録文書61 康富記応永26年、29年、27年、嘉吉4年、文安4

年、5年、6年他
伏見宮家従
浦野直輝

明治6年10月4日

伏見宮記録文書62 康富記宝徳元年、2年、享徳3年、文安6年、嘉吉
2年、文安5年

記載なし

伏見宮記録文書63 御産部類記御産記目録、1醍醐天皇・朱雀院・村
上天皇、2冷泉院・円融院・花山院

伏見宮家従
浦野直輝

明治7年5月2日

御産部類記4後一条院、5後朱雀院・後冷泉院・
後三條院・白川院、6鳥羽院

明治7年5月8日

伏見宮記録文書64 御産部類記7崇徳院 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年5月13日
御産部類記8後白河院 明治7年5月15日
御産部類記9二条院・高倉院・安徳天皇 明治7年5月15日
御産部類記鳥羽院第三皇子君仁親王 明治7年5月24日

伏見宮記録文書65 広義門院御産記 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年3月29日

延慶御産度御誦経諸社諸寺目録他 記載なし
伏見宮記録文書66 天皇御元服部類 伏見宮家従

浦野直輝
明治6年12月7日

天皇御元服諸例 明治6年11月23日
東宮御元服諸事定等記 明治6年12月17日

伏見宮記録文書67 東宮（後三条尊仁）御元服之記 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年9月30日
後深草天皇御元服記 明治7年1月20日
正元春宮御元服記 明治6年9月19日
花園院天皇御元服記 明治6年12月10日
元徳元年御元服記 記載なし

伏見宮記録文書68 守邦王立親王立太子記、鳥羽院立親王事、承平
四年允明源氏御元服記、天暦六年御元服記、建
治三年御元服并御習礼仮名記、御元服定和字記、
元徳元年御元服定、後光明院親王御元服次第、
東宮御元服次第、春宮御元服定雑事、春宮元服
雑事、親王御元服次第、若宮御元服次第、八条
家御元服次第同指図
崇光院貞和御即位記

伏見宮家従
浦野直輝

明治7年10月

後光厳院天皇践祚受禅部類記 明治7年3月26日
寛永御譲位記 明治8年8月18日
寛文御譲位記 明治8年9月3日

伏見宮記録文書69 仙洞御移徙部類記目録 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年4月
仙洞御移徙部類記（2白河院乙、7御白河院甲、
11後白河院丁上）

明治7年4月

伏見宮記録文書70 仙洞御移徙部類記（13後鳥羽院甲、14後鳥羽院
乙、15後鳥羽院丙上、16後鳥羽院丙下、17後鳥
羽院丁上、19御嵯峨院甲、22御嵯峨院丙下、23
御嵯峨院丁上、24御嵯峨院丁下）

伏見宮家従
浦野直輝

明治7年4月

伏見宮記録文書71 諸院宮御移徙部類記 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年4月24日

伏見宮記録文書72 御移徙雑記他 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年10月1日
文永八年五月七日行幸六条殿記 明治6年10月2日
行幸行啓記 明治6年10月2日
春日社御幸記 明治6年10月3日
承久元年九月稲荷祇園両社行幸定記 明治6年10月4日
寛文三年正月廿一日親王行啓・同正月廿六日剣
璽渡御行列

明治6年10月4日

行幸仙洞御輿寄間例 明治6年10月1日
清和天皇母后以後代々御賀記他 明治6年10月21日

伏見宮記録文書73 後白河院御落飾記 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年11月12日
鳥羽院御出家記・後嵯峨院御出家以後年中公事
相違事・文永五年十月御落飾記・亀山院御出家
事・伏見院御落飾事

明治6年11月

伏見宮記録文書74 女院御出家部類・玄輝門院御出家記 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年11月16日
女院御出家部類・待賢門院御出家記他 明治6年11月

伏見宮記録文書75 仁和寺御入寺御出家部類記 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年10月23日

伏見宮記録文書76 白河院崩御以下之記 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年7月23日
白河院法皇崩御以下御仏事記 明治8年7月12日
白檀御仏御自筆法華経供養部類記 明治8年5月6日

伏見宮記録文書77 公衡公記後深草院崩御以下記 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年7月24日

伏見宮記録文書78 公衡公記亀山院崩御後御仏事記嘉元3年10月23日
～30日

伏見宮家従
浦野直輝

明治8年7月13日

公衡公記亀山院崩御後御仏事記嘉元3年11月3日
～4日

明治8年7月13日

公衡卿記亀山院崩御以下記嘉元3年9月15日・21
日

明治8年7月12日

上皇御錫紵類記正嘉元年、正応5年、元徳元年 明治8年7月27日
院御逆修人々送物注文 明治6年10月14日
院御逆修僧名以下目録 明治6年10月28日
女院御逆修事・待賢門院以下女院御逆修之記・
代々女院御逆修仏経等・御逆修御布施取定・文
永御逆修引物

明治6年10月

大宮院於亀山殿三七日御逆修始行記 明治6年10月30日
宝治元年記 記載なし

伏見宮記録文書79 代々御受戒公卿殿上人之事・御出家御受戒事雑
文書

伏見宮家従
浦野直輝

明治6年11月

御修法注文記 明治6年10月18日
一切経供養後日和歌御会・西園寺一切経供養并
後宴等記

明治8年4月13日

西園寺一切経供養記上 明治8年4月17日
西園寺一切経供養記下 明治8年4月14日

伏見宮記録文書80 御八講部類記 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年3月

伏見宮記録文書81 改元記（寛永） 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年11月1日
改元記（正保） 明治8年11月15日
改元記（慶安） 明治8年8月30日
改元記（承応） 明治8年11月16日
改元記（明暦） 明治8年11月2日
改元部類記22（寛元、正嘉） 明治8年9月28日
改元部類記12（康永、暦応、嘉元、徳治） 明治8年9月27日
改元記17（貞治） 明治8年9月26日
改元部類記23（正長） 明治8年9月27日
改元記（元亀） 明治8年9月26日

伏見宮記録文書82 改元部類記4（久寿、保元、平治、永暦、応保、
永万、承安、安元、治承、養和、延慶、嘉吉、
宝徳、康正）

伏見宮家従
浦野直輝

明治8年9月7日

改元記7（嘉保、永長、康和、長治、嘉承、天
仁、天永、永久、元永、保安、天治、大治、天
承）

明治8年9月6日

改元部類記8（永仁、延文、建長） 明治8年9月20日
改元記10（弘安、嘉暦、元徳、永仁、元弘、正
慶、乾元、建武、応長、暦応、康永、元暦）

明治8年9月15日

伏見宮記録文書83 叙位記　暦応4年 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年12月13日
叙位記　暦応4年 明治7年3月6日
叙位記秋玉秘抄 明治6年12月19日
叙位記秋玉秘抄 明治7年3月上旬

伏見宮記録文書84 上卿故実 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年10月
逍遥公答問 明治8年11月18日
柱下類林3 明治6年10月16日
元秘抄2 明治8年12月5日
元秘抄4 明治8年11月26日

伏見宮記録文書85 鞠記・きぬかつきの日記 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年1月14日
鞠記・きぬかつきの日記・雲井の春 明治7年4月11日
蹴鞠記 明治7年1月15日
蹴鞠肝心抄・蹴鞠譜・賀礼御蹴鞠人数・鞠之
記・蹴鞠口伝集

明治6年12月29日

和歌集 明治8年1月26日
伏見宮記録文書86 賢聖障子名臣冠服考証 伏見宮家従

浦野直輝
明治7年10月10日

書札礼并白帷平絹直衣等他 記載なし
温泉山住僧薬能記 伏見宮家従

浦野直輝
明治6年10月7日

諸師印信 明治6年10月10日
薬師寺最勝会表白 明治6年10月7日
尊重護法寺縁起 明治6年10月6日
槙尾寺縁起証文 明治6年10月7日
長谷寺縁起 明治6年10月6日
大安寺縁起并住侶記 明治6年10月6日
中宮寺縁起 明治6年10月7日
金剛仏子願文 明治6年10月14日
法花経万部并被物散状 明治6年10月7日
最勝講記 明治6年10月18日
醍醐寺記・醍醐寺法流相承系図・醍醐寺根本僧
正略伝

明治6年10月10日

大法秘法事 明治6年10月7日
触申園城寺三院云々 明治6年10月13日

伏見宮記録文書87 僧実信之記 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年10月21日
僧賢宝之記 明治6年10月17日
応胤法親王叡学座主宣命 明治6年10月7日
円満院宮庁東光寺田事 明治6年10月7日
謚号纂 明治8年11月17日
鹿苑院西国下向記 明治6年12月12日
通憲入道書目録 明治6年10月19日
大織冠鎌足公家伝上 明治6年10月19日
伏見宮記録文書目録 記載なし

・本表の書名は「伏見宮記録文書」の外題や内題等を取ったもので、現在の整理された書名と一部異
なっている。
・書写奥書のないもので一部省略しているものもある。
・「伏見宮記録文書」に見えない書写奥書や乱丁部分は史料編纂所本等にて補った。
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（別表）「伏見宮記録文書」書写奥書一覧
簿冊名 書名 書写者 書写年月日

伏見宮記録文書1 聖武天皇宸翰 伏見宮家扶
津田宗元

明治6年7月4日

後醍醐天皇宸翰 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年7月21日

後小松帝宸翰 北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月
称光院宸翰・後柏原帝宸翰 明治6年7月21日
後奈良天皇宸翰 伏見宮家扶

津田宗元
明治6年7月10日

正親町天皇宸翰 明治6年7月3日
陽光院贈太上皇御文章 明治6年7月5日
後陽成天皇御宸翰 伏見宮家従

浦野直輝
明治6年6月

後水尾院帝・後西天皇宸翰 伏見宮家扶
津田宗元

明治6年7月26日

伏見宮記録文書2 後伏見帝宸翰 北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月21日
花園帝崇光帝宸筆 明治6年7月13日
光厳帝宸記 明治6年8月
崇光天皇貞治七年御記 伏見宮家扶

津田宗元
明治6年7月12日

崇光院宸筆 北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月
後光厳院宸翰 明治6年7月
後小松院御記歟
応永5年5月18日～26日

伏見宮家従
浦野直輝

明治6年8月9日

後花園帝宸筆
仮名御消息類

北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月10日

後土御門院天皇御宸筆歌合（首欠） 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年9月4日

土御門天皇宸翰 伏見宮家扶
津田宗元

明治6年7月1日

伏見宮記録文書3 後深草院帝御記正応御落飾事 北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月

後深草院帝御記車様事 北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月11日
後深草院帝御宸筆後嵯峨天皇御落飾記
（文永5年10月5日）

明治6年11月8日

亀山帝宸筆之写 北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月
勧進敬白文 明治6年8月

伏見宮記録文書4 伏見院御記弘安10年10月21日～12月30日 伏見宮家令
山中献

明治6年6月下浣

伏見院御記弘安11年正月1日～3月29日 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年9月4日
霊元天皇桜町天皇御添翰 明治6年9月4日

伏見宮記録文書5 伏見院御記正応元年10月2日～11月28日 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年6月
伏見院御記正応2年正月8日～3月26日 明治6年6月
伏見院御記正応3年正月1日～2月7日 明治6年6月24日

伏見宮記録文書6 伏見院御記正応5年正月1日～4月7日 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年6月25日
伏見院御記正応6年7月1日～10月28日 明治6年6月26日

伏見宮記録文書7 伏見院天皇宸筆御譲状・御文案 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年6月24日

伏見宮記録文書8 持明院帝宸筆願文・御文 北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月15日
持明院帝宸翰 明治6年7月

伏見宮記録文書9 誡太子書 伏見宮家令
山中献

明治6年6月20日

学道之御記 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年8月1日

伏見宮記録文書10 花園院天皇宸記延慶3年10月1日～12月晦日 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年8月2日
花園院天皇宸記延慶4年正月3日～応長元年6月15
日

明治6年8月2日

花園院天皇宸記応長2年正月1日～3月29日 明治6年6月26日
伏見宮記録文書11 花園院天皇宸記正和2年正月1日～6月29日 伏見宮家従

浦野直輝
明治6年7月21日

花園院天皇宸記正和2年7月1日～12月30日 明治6年7月23日
花園院天皇宸記正和3年正月2日～6月30日 明治6年7月20日

伏見宮記録文書12 花園院天皇宸記正和6年正月1日～文保元年3月30
日

伏見宮家従
浦野直輝

明治6年7月25日

花園院天皇宸記文保元年4月1日～6月29日 明治6年7月27日
花園院天皇宸記文保2年正月7日 明治6年7月27日

伏見宮記録文書13 花園院天皇宸記文保3年正月1日～4月27日 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年6月28日
花園院天皇宸記元応元年5月1日～6月晦日 明治6年6月28日
花園院天皇宸記元応元年7月1日～8月24日 明治6年6月29日
花園院天皇宸記元応元年9月1日～10月2日 明治6年6月29日
花園院天皇宸記元応元年10月18日～12月23日 明治6年6月29日
花園院天皇宸記元応2年7月1日～12月29日 明治6年6月30日

伏見宮記録文書14 花園院天皇宸記元応3年正月1日～正月15日 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年7月1日
花園院天皇宸記元応3年正月～元亨元年6月29日 明治6年7月4日
花園院天皇宸記元亨元年7月1日～12月29日 明治6年7月5日
花園院天皇宸記元亨2年正月1日～6月30日 明治6年7月7日
花園院天皇宸記元亨2年7月1日～12月29日 明治6年7月10日

伏見宮記録文書15 花園院天皇宸記元亨3年3月1日～晦日 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年7月28日
花園院天皇宸記元亨3年4月朔日～9月25日 明治6年7月11日
花園院天皇宸記元亨3年9月26日～12月29日 明治6年7月13日
花園院天皇宸記元亨4年正月1日～3月29日 明治6年7月14日
花園院天皇宸記正中2年正月1日～6月30日 明治6年7月16日
花園院天皇宸記正中2年7月1日～12月30日 明治6年7月18日
花園院天皇宸記元弘2年10月28日～11月16日 明治6年8月6日

伏見宮記録文書16 花園院天皇宸記不連続（年月不明断簡） 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年7月31日

伏見宮記録文書17 光厳院（花園院）天皇宸記元弘元年10月1日～12
月29日

北白川家家扶
富井政恒

明治6年6月26日

光厳院（花園院）天皇宸記
元弘2年正月～6月

明治6年7月3日

光厳院宸筆伊勢太神宮御告文 明治6年7月10日
伏見宮記録文書18 御願文類 伏見宮家従

浦野直輝
明治6年9月18日

伏見宮記録文書19 後崇光院宸筆後深草院御記正応御落飾事・伏見
院御落飾之記

伏見宮家従
浦野直輝

明治6年11月11日

後崇光院宸筆御願文并御告文旧草・奥太平記之
詞

明治7年3月16日

伏見宮記録文書20 後崇光院宸筆称光院大嘗会愚記 伏見宮家扶
津田宗元

明治6年6月25日
後崇光院宸筆神膳次第 明治6年6月27日

伏見宮記録文書21 後崇光院宸筆御香宮事抜書 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年6月

伏見宮記録文書22 後崇光院宸筆建久三年正月記 伏見宮家扶
津田宗元

明治6年7月11日
後崇光院宸筆建暦御記（供神膳事） 明治6年6月29日
後崇光院宸筆御相伝領之事・崇光天皇御出家栄
仁親王并貞成親王御出家位以下尊号宣下・詩御
会懐紙（応永17年）

明治6年7月23日
（史料編纂所本・神
宮文庫本による）

応永三十二年七月御出家次第他 明治6年8月2日
後崇光院宸筆貞成親王院号之後諸家拜賀記・八
幡行幸之御記

明治6年7月22日

後崇光院宸筆貞成親王宣下御記・後円融天皇聖忌
御記・崇光天皇聖忌御記・内裏ヨリ帯進献御記

明治6年7月20日

後崇光院宸筆元亨元年十二月懺法御記 北白川家家扶
富井政恒

明治6年7月11日

伏見宮記録文書23 後崇光院宸筆熊野詣日記 北白川家家扶
富井政恒

明治6年6月20日

後崇光院宸筆源氏物語の事他 明治6年8月
後崇光院宸筆駿牛絵詞他 明治6年10月15日
良鎮上人所望絵之詞書 明治6年7月
後崇光院宸筆紀州粉河寺縁起 明治6年7月
後崇光院宸筆慈覚大師御縁起他 明治6年8月
後崇光院上皇宸筆今様 明治6年8月5日

伏見宮記録文書24 後崇光院宸筆菊葉和歌集 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年8月9日
後崇光院宸筆百首和歌 明治6年8月5日
後崇光院宸筆百首和歌 明治6年8月6日
後崇光院宸筆百番歌合 明治6年7月31日
後崇光院宸筆百十番歌合 明治6年7月29日
後崇光院宸筆百番歌合 明治6年8月9日
後崇光院宸筆五十番歌合 明治6年8月7日
後崇光院宸筆千首和歌集 明治6年7月30日
後崇光院宸筆和歌集（花園院天皇宸記（菊葉和
歌下））

明治6年8月31日

後崇光院宸筆和歌集 明治6年8月5日
後崇光院宸筆百番歌合 明治6年7月30日

伏見宮記録文書25 不分明宸筆御文類 北白川家家扶
富井政恒

明治6年8月

伏見宮記録文書26 貞常親王御筆御詠草類 伏見宮家扶
津田宗元

明治6年8月20日

貞常親王御筆御詠草類写 北白川家家扶
富井政恒

明治6年8月
貞常親王御筆御仮名文・五十番歌合 明治6年8月
貞常親王御筆六十番歌合 伏見宮家従

浦野直輝
明治6年9月3日

伏見宮記録文書27 邦高親王御詠類写 北白川家家扶
富井政恒

明治6年8月

貞敦親王御筆看聞日記抜書 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年2月8日

貞敦親王御筆邦輔親王御誕生記 北白川家家扶
富井政恒

明治6年8月

貞敦親王御筆御文他 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年8月29日
貞敦親王御筆御懺法記 明治6年8月28日
貞敦親王御筆御筆御消息 明治6年8月28日

伏見宮記録文書28 貞敦親王御筆百首和歌 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年8月27日
貞敦親王御筆百首御点取之和歌
邦輔親王御筆大礼以前著後錫紵例他
和歌他

明治6年8月23日

貞康親王御染筆類 北白川家家扶
富井政恒

明治6年9月

邦房親王御筆御詠藻類、貞清親王御筆和歌 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年8月9日
邦尚親王貞致親王御筆和歌 明治6年8月31日
邦道親王御筆和歌・邦永親王御筆懐紙并朗詠 明治6年8月29日

伏見宮記録文書29 貞建親王御筆和歌秘伝条々 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年9月2日
貞建親王御筆御手本他 明治6年8月18日
貞建親王御筆御詠草 明治6年8月10日
邦忠親王御筆香記 明治6年9月2日
邦忠親王御筆和歌 明治6年8月20日
邦頼親王御筆和歌 明治6年8月19日
貞敬親王御筆詠草 明治6年8月20日

伏見宮記録文書30 承秋門院幸子御筆物 伏見宮家従
浦野直輝

明治6年8月30日
秋子内親王御筆御入簾深曽木之次第 明治6年9月2日
伏見宮御代々御元服次第 明治6年11月6日
若宮御元服次第他 記載なし
伏見宮代々位記宣旨類他

伏見宮記録文書31 行成卿記正暦2年～5年 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年6月14日
行成卿記長徳元年7月～12月 明治7年6月15日
行成卿記長徳4年正月～2月 明治7年9月8日
行成卿記長徳4年7月～12月 明治7年7月13日

伏見宮記録文書32 行成卿記長保元年7月～12月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年6月27日
行成卿記長保2年正月～6月 明治7年6月23日
行成卿記長保3年7月～9月 明治7年6月24日
行成卿記長保3年10月～閏12月 明治7年6月27日
行成卿記長保4年正月～12月 明治7年7月1日

伏見宮記録文書33 行成卿記長保5年正月～12月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年6月28日
行成卿記寛弘元年正月～12月 明治7年7月3日
行成卿記寛弘2年正月～12月 明治7年7月3日
行成卿記寛弘3年正月～12月 明治7年7月8日

伏見宮記録文書34 行成卿記寛弘4年正月～12月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年7月4日
行成卿記寛弘5年正月～12月 明治7年7月6日
行成卿記寛弘6年正月～12月 明治7年7月7日
行成卿記寛弘6年正月～12月 明治7年7月9日
行成卿記寛弘8年9月～12月 明治7年7月15日

伏見宮記録文書35 野府記天元5年夏 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年8月31日
野府記永延2年 明治7年8月30日
野府記正暦4年正月～11月 明治7年9月4日
野府記長徳2年正月～12月 明治7年9月7日

伏見宮記録文書36 野府記長徳3年6月～12月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年9月9日
野府記長保2年10月7日～11日 明治7年9月8日
野府記治安3年4月～6月 明治7年9月14日
野府記治安3年7月～8月 明治7年9月23日
野府記治安3年9月～閏9月 明治7年9月15日

伏見宮記録文書37 野府記治安4年春 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年9月17日
野府記治安4年4月～12月 明治7年9月18日
野府記万寿2年2月～3月 明治7年9月20日
野府記万寿2年7月～9月 明治7年9月24日
野府記万寿2年10月～12月 明治7年9月26日

伏見宮記録文書38 野府記万寿3年7月～9月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年9月24日
野府記万寿4年正月～3月 明治7年9月25日
野府記万寿4年4月～6月 明治7年9月29日
野府記万寿4年7月～9月 明治7年9月29日
野府記万寿4年10月～12月 明治7年10月3日
野府記長元元年7月～9月 明治7年9月30日
野府記長元元年10月～12月 明治7年10月5日
野府記長元2年正月～3月 明治7年10月8日
野府記長元2年4月 明治7年10月6日
野府記長元2年7月～9月 明治7年10月6日

伏見宮記録文書39 野府記長元4年正月～2月 伏見宮家従
浦野直輝

明治7年10月21日
野府記長元4年3月 明治7年10月24日
野府記長元4年7月～8月 明治7年10月18日
野府記長元4年9月 明治7年10月24日
野府記長元5年正月～12月 明治7年10月26日

伏見宮記録文書40 記者不分明（久安6年記） 記載なし
記者不分明（保元3年記）

伏見宮記録文書41 平戸記仁治元年11月 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年4月14日
平戸記仁治3年3月 明治8年5月6日

伏見宮記録文書42 平戸記寛元2年正月 伏見宮家従
浦野直輝

明治8年5月12日
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れ
て
い
な
い
。
一
三
行
罫
紙
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
四
月
八
日
よ
り
使
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
）
2
（

、
文
書
目
録
は
少
な
く
と
も
明
治
八
年
四
月
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
別
表
の
書
写
奥
書
よ
り
、
原
本
か
ら
の
書
写
は
明
治
六
年
六
月
か
ら
明
治
八
年

十
二
月
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
目
録
が
書
写
に
あ
わ
せ
て
伏
見
宮
家
で
作

成
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、
書
写
が
終
わ
る
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
文
書
目
録
に
は
、
明
治
三
年
に
太
政
官
に
献
納
さ
れ
た
「
看
聞
日
記
」
や
、
明
治

五
年
に
「
延
喜
帝
宸
翰
」
と
「
道
風
朝
臣
真
蹟
」
が
邦
家
親
王
と
貞
愛
親
王
の
「
上
東
」

の
際
に
そ
れ
ぞ
れ
献
上
さ
れ
た
旨
が
見
え
る
な
ど
、
内
容
か
ら
成
立
年
代
を
特
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
宮
家
で
作
成
し
た
文
書
は
宮
家
の
名
前
の
入
っ
た
罫
紙
を

使
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
宮
内
省
罫
紙
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
特
別
な
場
合

を
除
い
て
考
え
に
く
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
文
書
目
録
は
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
た
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宮
内
省
の
い
ず
れ
か
の
部
局
で
作
成
さ
れ
た
も
の

と
し
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
飯
倉
に
よ
る
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
の
説
明
は
簡
潔
に
し
て
要
領

を
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
飯
倉
Ｂ
は
辞
典
の
項
目
と
い
う
文
字
数
の
制
約
が
あ
る

た
め
か
、「
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
」
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
否
か
と
い
う
問
題
を
含
め
い
く

つ
か
疑
問
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
蔵

さ
れ
て
い
る
「
伏
見
宮
御
記
録
」
と
当
部
図
書
寮
文
庫
蔵
の
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
と
書

名
が
異
な
っ
て
い
る
点
も
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

本
稿
で
は
そ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
べ
く
、
当
部
に
蔵
さ
れ
て
い
る
「
伏
見
宮
記
録
文

書
」
が
ど
う
い
う
経
緯
で
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

一　

伏
見
宮
に
お
け
る
蔵
書
整
理
と
複
本
の
作
成

伏
見
宮
家
で
は
明
治
三
年
十
一
月
に
太
政
官
か
ら
「
後
崇
光
院
貞
成
親
王
御
日
記
二
十

巻
」
の
差
し
出
し
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
「
看
聞
記
」「
四
十
一
巻
」
を
差
し
出

す
旨
を
回
答
し
、「
看
聞
日
記
」
は
太
政
官
に
献
上
さ
れ
た
（「
太
政
類
典
」
第
一
編
（
慶

応
三
年
〜
明
治
四
年
）
第
四
二
巻
、
明
治
三
年
十
一
月
後
崇
光
院
貞
成
親
王
着
（
マ
ヽ
）聞
記
進
達

（
国
立
公
文
書
館
蔵
））。
そ
の
後
、
明
治
六
年
四
月
に
正
式
に
太
政
官
へ
の
献
上
の
手
続

き
が
取
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
直
後
の
明
治
六
年
五
月
五
日
に
皇
居
が
火
災
に
遭
い
、
太

政
官
や
宮
内
省
も
炎
上
し
た
）
3
（

。
こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
伏
見
宮
家
で
は
不
測
の
事
態
に

よ
る
原
本
消
失
に
備
え
、
複
本
の
作
成
を
願
い
出
た
が
、
こ
の
時
は
宮
家
に
原
本
は
渡
ら

な
か
っ
た
よ
う
で
、
結
局
、
謄
写
本
は
太
政
官
に
て
作
成
さ
れ
、
明
治
七
年
八
月
十
日
に

同
家
へ
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
『
明
治
天
皇
紀
』
同
日
条
に
見
え
て
い
る
）
4
（

。

皇
居
の
火
災
に
よ
り
多
量
の
公
文
書
類
も
焼
失
し
た
が
、
こ
れ
を
契
機
に
公
文
書
類
の

記
録
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
、「
太
政
類
典
」
や
「
式
部
寮
記
録
」

の
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
）
5
（

。「
看
聞
日
記
」
の
献
上
及
び
複
本
作
成
願
の
経
緯
か
ら
推
測
す

れ
ば
、
伏
見
宮
家
に
お
い
て
も
同
家
で
所
蔵
す
る
蔵
書
類
に
つ
い
て
、
太
政
官
と
同
様
な

危
機
感
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
実
際
に
書
写
本
に
見
え
る
書
写
奥

書
の
一
番
最
初
が
明
治
六
年
六
月
二
十
日
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
精
力
的
に
書
写
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
書
写
事
業
が
「
看
聞
日
記
」
の
献
上
と
皇
居
の
火
災
が
大
き

な
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
の
う
ち
、
文
書
目
録
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
文

書
目
録
は
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
宮
内
省
一
三
行
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
試
み



（ 29 ）

に
冒
頭
の
半
丁
分
を
書
き
抜
い
て
み
る
と
、

元（朱
筆
）第
一

聖
武
天
皇
宸
筆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
枚

経
文
ノ
切
レ

後
醍
醐
天
皇
宸
筆

御
文　

東
使
昨
日
参
仕
申
候
由
承
候
云
　々
　

一
通

後
小
松
院
天
皇
宸
筆

御
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
通

貴
翰
之
旨
委
細
承
候
畢
喜
居
候　
　
　
　
　

応
永
廿
三
年
九
月
廿
四
日

ま
こ
と
に
こ
の
た
ひ
の
大
き　
　
　
　
　
　

同
卅
二
年
四
月
廿
九
日

御
さ
ら
し
の
み
や
う　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
廿
四
年
十
二
月
十
一
日

ふ
し
み
の
御
り
や
う
六
条
殿　
　
　
　
　
　

同
廿
六
年
十
月
九
日

室
町
の
院
御
ゆ
ひ
り
や
う
の
う
ち　
　
　
　

同
卅
二
年
四
月
廿
五
日

御
経
二
巻
は
や
〳
〵
と
ま
ゐ
り
候
ぬ
る　
　

同
卅
二
年
四
月
十
九
日

度
々
預
恩
問
候
之
処
兎
角
懈
怠
し
て

文
よ
ろ
こ
ひ
思
ひ
ま
ゐ
ら
せ
ら
れ
り

と
あ
る
。「
元
第
一
」
は
こ
の
時
期
に
整
理
さ
れ
た
際
に
分
類
さ
れ
た
元
・
亨
・
利
・
貞

の
う
ち
の
「
元
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
番
目
の
グ
ル
ー
プ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
引
用
し
た
も
の
の
よ
う
に
、
文
書
類
で
書
名
が
つ
い
て
い
な
い
も
の
は
、
文

書
の
書
き
出
し
部
分
を
引
用
す
る
よ
う
な
形
態
に
な
っ
て
お
り
、
他
の
文
書
と
の
差
異
が

分
か
る
よ
う
な
工
夫
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

「
元
第
一
」
の
欄
外
頭
書
に
「
第
一
冊
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
筆
と
見
ら
れ
、
現
在

の
書
写
本
の
冊
番
号
と
一
致
す
る
。
し
か
し
文
書
目
録
に
は
八
七
冊
の
写
本
に
含
ま
れ
て

い
な
い
古
典
籍
・
古
文
書
類
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
飯
倉
Ａ
の
三
八
頁
に
「
78
」

と
あ
る
「
水
左
記
」
以
降
の
も
の
で
、
文
書
目
録
で
は
そ
う
し
た
表
記
は
鉛
筆
で
「
伏

「
利
七
十
八
」」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
後
か
ら
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
目
録
は
こ
の

部
分
で
丁
が
か
わ
っ
て
お
り
、
冒
頭
に
朱
筆
で
「
利
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
、「
水

左
記
」
以
下
が
見
え
て
お
り
、
貞
の
部
分
ま
で
続
い
て
い
る
。
も
し
文
書
目
録
が
書
写
本

の
目
録
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
水
左
記
」
以
下
の
リ
ス
ト
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ

ら
に
「
水
左
記
」
以
下
の
部
分
に
関
し
て
は
、「
利
」「
貞
」
の
み
で
整
理
番
号
を
付
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
（「
伏
「
利
七
十
八
」」
の
よ
う
に
後
筆
の
鉛
筆
に
よ
る
仮
番
号
が
付
さ

れ
て
い
る
）、
書
写
し
た
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
が
明
確
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
）
6
（

。

こ
の
よ
う
に
文
書
目
録
は
伏
見
宮
家
で
書
写
さ
れ
た
古
文
書
・
古
典
籍
の
目
録
と
し
て

作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、「
看
聞
日
記
」
献
上
以
前
の
明
治
初
年
に
お
け
る
伏
見
宮
の

蔵
書
の
目
録
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
的
に
は
書
写
さ
れ
た
複
本
と
文
書
目
録
が

セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
書
写
本
に
見
え
る
書
写
奥
書
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
一
番
最
初
の
日
付
は
明

治
六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
二
十
日
で
、
最
後
は
同
八
年
十
二
月
五
日
と
な
っ
て
い
る
。

書
写
者
と
し
て
見
え
る
の
は
伏
見
宮
家
家
令
山
中
献
、
同
家
家
扶
津
田
宗
元
、
同
家
家
従

浦
野
直
輝
、
北
白
川
家
家
扶
富
井
政
恒
の
四
人
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
山
中
は
明
治
六
年

六
月
の
み
、
津
田
は
同
年
六
月
か
ら
八
月
、
富
井
は
同
年
六
月
か
ら
九
月
と
い
ず
れ
も
短

期
間
で
、
そ
の
他
の
大
部
分
の
書
写
を
行
っ
た
の
は
浦
野
直
輝
で
あ
っ
た
。
浦
野
は
明
治

四
年
二
月
に
伏
見
宮
家
家
従
と
な
り
、
明
治
九
年
一
月
に
同
職
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
程
度
で
）
7
（

、
そ
の
他
の
詳
し
い
履
歴
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
ま
た
そ
の

後
の
浦
野
の
書
写
奥
書
の
日
付
を
見
て
い
く
と
、
明
治
六
年
は
相
当
な
ハ
イ
ペ
ー
ス
で
書
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写
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
七
年
に
入
り
や
や
ペ
ー
ス
が
落
ち
る
も

の
の
五
月
か
ら
ま
た
連
日
の
よ
う
に
書
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。
八
年
に
な
る
と
五
月
か
ら

九
月
く
ら
い
ま
で
の
日
付
が
見
え
る
が
、
十
月
は
な
く
、
再
び
十
一
月
の
日
付
が
見
え
、

最
後
が
十
二
月
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
最
後
の
書
写
奥
書
の
明
治
八
年
十
二
月
五
日

の
一
ヶ
月
後
の
明
治
九
年
一
月
七
日
に
伏
見
宮
家
家
従
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
家
従

と
し
て
勤
務
し
た
五
年
間
の
う
ち
半
分
以
上
が
伏
見
宮
家
の
蔵
書
類
の
書
写
に
充
て
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
。

書
写
の
順
番
に
関
し
て
、
必
ず
し
も
元
・
亨
・
利
の
分
類
記
号
の
順
に
書
写
さ
れ
て
お

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
書
写
の
順
番
に
は
規
則
性
は
う
か
が
え
な
い
。
簿
冊
毎
に
は
ほ
ぼ
順
を

追
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
同
一
簿
冊
で
も
書
写
時
期
が
離
れ
て
い
る
も
の

も
散
見
で
き
る
）
8
（

。

書
写
は
明
治
八
年
十
二
月
で
終
わ
る
が
、
そ
の
直
前
に
興
味
深
い
書
写
奥
書
が
見
え
て

い
る
。
そ
れ
は
書
写
本
八
一
の
「
改
元
記　

寛
永
」（
明
治
八
年
十
一
月
一
日
）、「
改
元

記　

正
保
」（
同
十
五
日
）、「
改
元
記　

承
応
」（
同
十
六
日
）、
同
八
四
の
「
逍
遙
公
答

問
」（
同
十
八
日
）、
同
八
七
の
「
諡
号
纂
」（
同
十
七
日
）
で
あ
り
（
括
弧
内
は
書
写
奥

書
の
日
付
）、
こ
れ
ら
の
奥
書
に
は
「
於
習
志
野
傍
」
と
書
写
し
た
場
所
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。『
明
治
天
皇
紀
』
に
よ
れ
ば
こ
の
年
の
十
月
中
旬
よ
り
千
葉
県
下
習
志
野
原
・
志

津
原
方
面
に
て
近
衛
・
東
京
鎮
台
・
教
導
団
の
諸
隊
及
び
士
官
学
校
・
戸
山
学
校
生
徒
に

よ
る
演
習
が
行
わ
れ
て
お
り
、
十
一
月
十
八
日
に
は
熾
仁
親
王
が
代
覧
に
向
か
わ
れ
て
い

る
）
9
（

。
浦
野
も
「
於
習
志
野
傍
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
演
習
に
関
係
し
て
同
地
へ
出
張

し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
出
先
に
原
本
を
持
ち
出
し
て
書
写
を
行
う
こ
と

は
大
変
珍
し
く
、
他
の
書
写
本
に
は
こ
う
し
た
書
写
場
所
を
記
し
た
奥
書
は
見
え
て
い
な

い
。
ま
た
明
治
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
十
八
日
と
い
う
日
付
は
、
最
後
の
書
写
奥
書
で
あ

る
明
治
八
年
十
二
月
六
日
、
十
一
月
二
十
六
日
（
い
ず
れ
も
書
写
本
八
四
）
に
次
ぐ
新
し

い
も
の
で
あ
る
。
試
み
に
こ
れ
ら
明
治
八
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
の
奥
書
を
持
つ
書
写
本

八
四
か
ら
八
七
の
書
写
年
次
を
見
て
み
る
と
、
明
治
八
年
一
月
の
も
の
が
ひ
と
つ
あ
る
の

み
で
そ
の
他
は
す
べ
て
明
治
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
で
あ
り
、
早
い
時
期
に
書
写
が
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
書
写
事
業
の
最
初
期
に
少
な
く
と
も
書
写
本
八
七
ま
で
は

書
写
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
出
先
に
原
本

を
持
ち
出
し
た
理
由
と
し
て
は
、
十
一
月
半
ば
の
段
階
で
書
写
事
業
の
終
了
が
分
か
っ
て

い
た
た
め
に
、
そ
れ
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

伏
見
宮
家
で
は
「
看
聞
日
記
」
の
献
上
と
皇
居
の
火
災
を
契
機
と
し
て
、
蔵
書
類
の
複

本
を
作
成
す
る
事
業
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
同
家
家
従
の
浦
野
直
輝
を
中
心
と
す
る
も

の
で
、
書
写
本
八
七
ま
で
の
分
を
作
成
す
る
計
画
で
明
治
八
年
十
二
月
ま
で
続
け
ら
れ
、

同
事
業
の
終
焉
に
伴
い
翌
明
治
九
年
一
月
に
浦
野
は
家
従
を
免
ぜ
ら
れ
た
。
一
方
、
文
書

目
録
は
明
治
三
年
献
上
の
「
看
聞
日
記
」
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
看
聞
日

記
」
が
献
上
さ
れ
る
以
前
の
段
階
の
伏
見
宮
家
の
蔵
書
目
録
と
み
ら
れ
、「
水
左
記
」
他

書
写
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
多
く
載
せ
て
い
る
の
で
、
書
写
事
業
の
副
産
物
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
伏
見
宮
家
の
蔵
書
目
録
と
し
て
独
立
し
た
存
在
と
位
置
づ
け
ら
る
の
で
あ
る
。

二　

伏
見
宮
家
に
お
け
る
複
本
の
貸
し
出
し
と
そ
の
書
写

こ
う
し
て
伏
見
宮
家
の
古
典
籍
・
古
文
書
類
は
全
部
で
は
な
い
が
複
本
が
作
成
さ
れ
た

が
、
こ
れ
ら
の
複
本
は
ど
う
い
う
形
で
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

時
期
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
臨
時
修
史
局
へ
の
貸
し
出
し
と
そ
の
書
写

で
あ
る
。
太
政
官
で
は
六
国
史
、「
大
日
本
史
」
に
続
く
南
北
朝
以
降
の
編
年
史
の
編
纂
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事
業
を
進
め
て
き
た
が
、
明
治
十
九
年
一
月
九
日
に
太
政
官
制
度
の
廃
止
と
内
閣
制
度
の

発
足
に
伴
い
、
内
閣
に
臨
時
修
史
局
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
臨
時
修
史
局
の
事
業
は

帝
国
大
学
臨
時
編
年
史
料
編
纂
掛
、
文
科
大
学
史
誌
編
纂
掛
、
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
へ

と
受
け
継
が
れ
た
）
10
（

。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
は
「
伏
見
宮
御
記
録
（
元
）」（
三
〇
冊
、
請
求
番
号
二
〇
〇

一
│
一
一
）、「
伏
見
宮
御
記
録
（
亨
）」（
一
四
冊
、
請
求
番
号
二
〇
〇
一
│
一
二
）、「
伏

見
宮
御
記
録
（
利
）」（
四
五
冊
、
請
求
番
号
二
〇
〇
一
│
一
三
）
及
び
「
伏
見
宮
御
記
録

目
録
」（
一
冊
、
請
求
番
号
Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
│
二
六
）
の
書
名
で
蔵
さ
れ
て
い
る
が
（
こ

れ
ら
を
以
下
、
史
料
編
纂
所
本
と
称
す
る
）、
こ
れ
ら
が
飯
倉
Ｂ
で
「
同
書
は
明
治
十
九

年
、
数
点
を
除
い
て
も
う
一
部
謄
写
さ
れ
」
た
も
の
で
あ
る
。「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」

に
「
明
治
十
九
年
五
月
伏
見
宮
蔵
書
ヲ
写
」、「
伏
見
宮
御
記
録
（
亨
）」
の
一
二
、
一
四

に
明
治
十
九
年
四
月
の
書
写
奥
書
が
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
が
飯
倉
Ｂ
に
お
け
る

書
写
時
期
の
根
拠
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
太
政
官
修
史
局
の
日
記
の
明
治
二
十
一
年
十
二
月

六
日
条
に
「
伏
見
宮
ヘ
兼
テ
借
用
ノ
書
類
一
箱
返
却
、
右
証
書
返
付
ア
リ
」（「
修
史
局
日

記
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
請
求
番
号
〇
一
七
〇
│
一
五
））
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
は
明
治
二
十
一
年
十
二
月
ま
で
臨
時
修
史
局
で
借
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
よ
り
、
明
治
十
九
年
頃
か
ら
同
二
十
一
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
こ
れ
ら
は
書
写
さ
れ

た
と
み
ら
れ
る
。

史
料
編
纂
所
本
は
飯
倉
Ｂ
に
よ
れ
ば
「
一
部
を
謄
写
」
と
あ
り
、
全
部
を
書
写
し
て
い

な
い
点
が
残
念
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
に
見
え
る
注
記
か
ら

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
行
成
卿
記
」
の
場
合
、
史
料
編
纂
所
本
で
は
四
冊

か
ら
な
る
が
（
請
求
番
号
二
〇
〇
一
│
一
三
│
一
〜
四
）、
そ
の
内
訳
は
第
一
冊
が
長
徳

四
年
正
月
か
ら
二
月
、
七
月
か
ら
十
二
月
、
第
二
冊
が
長
保
元
年
七
月
か
ら
十
二
月
、
第

三
冊
が
長
保
五
年
正
月
か
ら
十
二
月
、
第
四
冊
が
寛
弘
八
年
九
月
か
ら
十
二
月
で
あ
り
、

「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
に
は
書
写
し
た
旨
、
欄
外
に
「
写
済
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
外
の
年
次
は
「
書
籍
本
権
記
ト
同
書
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。「
書
籍
本
」
と
い

う
の
は
、
昌
平
坂
学
問
所
と
和
学
講
談
所
の
旧
蔵
書
を
中
心
と
し
て
設
け
ら
れ
た
書
籍
館

の
蔵
書
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
）
11
（

。
臨
時
修
史
局
で
は
「
行
成
卿
記
」
の
他
の
部
分
は
「
書

籍
」
館
本
を
利
用
し
、
そ
れ
ら
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
年
次
に
つ
い
て
、
伏
見
宮
家
の
蔵

書
で
補
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
に
は
同
様
に
「
閣
本
」「
局
本
」

「
類
従
本
」
に
見
え
る
旨
の
注
記
が
見
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
も
「
写
済
」
の
印
が
捺
さ

れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
「
閣
本
」
以
下
も
「
書
籍
本
」
と
同
様
に
「
閣
本
」
以
下
が
主

に
利
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
で
ま
か
な
え
な
い
年
次
分
を
伏
見
宮
家
の
複
本
か
ら
書
写
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
臨
時
修
史
局
に
お
け
る
書
写
は
伏
見
宮
家
の
複
本
の
悉
皆
蒐

集
が
目
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
南
北
朝
以
降
の
編
年
史
編
纂
の
た
め
の
史
料
蒐
集
の
な

か
で
、
手
に
入
り
に
く
い
史
料
を
補
う
意
味
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
は
当
部
に
蔵
さ
れ
て
い
る
「
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
」

と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
文
書
類
に
関
し
て
は
そ
の
書
き
出
し
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
表
紙
題

簽
に
「
伏
見
宮
記
録
目
録
」
と
あ
る
も
の
の
「
宮
」
と
「
記
」
の
間
に
挿
入
の
た
め
の
朱

点
を
入
れ
、
脇
に
朱
筆
で
「
御
」
の
字
を
書
き
足
し
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
「
伏
見
宮
御

記
録
」
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
単
な
る
書
写
の
ミ
ス
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
指
摘

し
て
お
く
。

次
に
伏
見
宮
家
の
史
料
を
多
く
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
が
『
古
事
類

苑
』
の
編
纂
事
業
に
お
け
る
写
本
の
蒐
集
で
あ
る
。

『
古
事
類
苑
』
の
編
纂
作
業
は
明
治
十
二
年
に
文
部
省
で
は
じ
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
一

時
東
京
学
士
会
院
を
経
て
、
明
治
二
十
三
年
に
皇
典
講
究
所
に
、
最
終
的
に
明
治
二
十
八
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年
に
神
宮
司
庁
と
受
け
継
が
れ
、
明
治
四
十
年
に
編
纂
事
業
が
終
了
し
た
）
12
（

。
こ
う
し
た
経

緯
か
ら
こ
れ
ら
編
纂
関
係
の
史
料
は
、
現
在
、
神
宮
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
『
古
事
類
苑
』
編
纂
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
古
典
籍
・
文
書
類
や

「
伏
見
宮
記
録
目
録
」（
五
門
│
一
六
二
六
）
等
を
見
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
「
古
事
類
苑

編
纂
事
務
所
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
古
事
類
苑
編
纂
事
務
所
は
明
治
二
十
八
年
四
月
一

日
に
神
宮
司
庁
内
に
設
け
ら
れ
た
部
局
で
、
こ
こ
で
最
終
的
に
『
古
事
類
苑
』
が
完
成
す

る
ま
で
編
纂
が
行
わ
れ
た
。

今
回
確
認
で
き
た
の
は
、「
権
記
」
四
冊
（
五
門
│
一
三
八
八
）、「
重
憲
記
」
一
冊

（
五
門
│
一
四
〇
〇
）、「
花
園
院
天
皇
宸
記
」
一
一
冊
（
五
門
│
一
四
九
二
）、「
光
厳
院

御
記
」
一
冊
（
五
門
│
一
五
一
九
）、「
伏
見
院
御
記
」
二
冊
（
五
門
│
二
一
四
六
）、「
貞

敦
親
王
御
記
」
二
冊
（
五
門
│
一
五
六
三
）、「
後
崇
光
院
御
記
」
四
冊
（
五
門
│
一
五
二

三
）、「
伏
見
宮
所
蔵
宸
翰
類
」
八
冊
（
五
門
│
一
六
二
七
）、「
看
聞
日
記
」
四
三
冊
（
五

門
│
一
五
三
二
）
で
あ
る
（
こ
れ
ら
を
神
宮
文
庫
本
と
称
す
る
）。
こ
れ
ら
に
は
「
伏
見

宮
御
記
録
」
や
「
伏
見
宮
文
書
記
録
」
と
い
っ
た
複
本
群
の
名
称
で
は
な
く
、「
権
記
」

「
重
憲
記
」
と
い
っ
た
史
料
名
等
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
書
名
が
付
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴

で
、「
花
園
院
天
皇
宸
記
」
以
外
は
同
じ
茶
色
表
紙
袋
綴
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
書
写
本
同

様
に
浦
野
を
は
じ
め
と
す
る
伏
見
宮
家
関
係
者
に
よ
る
書
写
奥
書
を
持
っ
て
い
る
。

「
権
記
」（
書
写
本
で
は
「
行
成
卿
記
」）
は
史
料
編
纂
所
本
と
は
異
な
り
、
全
冊
が
書

写
さ
れ
て
い
る
。「
重
憲
記
」
も
同
様
に
全
冊
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。「
花
園
院
天
皇
宸

記
」
も
全
年
次
書
写
し
て
い
る
が
、
書
写
本
で
は
七
冊
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
一
分
冊
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
一
一
冊
目
は
「
誡
太
子
書
」「
学
道
之
御
記
」
で
あ
る
の
で
、
御

日
記
の
部
分
は
一
〇
冊
か
ら
な
る
。
こ
の
一
〇
冊
と
い
う
分
冊
は
文
書
目
録
に
よ
る
本
来

の
く
く
り
（
元
一
〇
か
ら
一
九
）
と
同
じ
で
あ
る
（
書
写
本
は
書
写
本
一
三
に
元
一
三
、

元
一
四
を
、
書
写
本
一
五
に
元
一
六
か
ら
元
一
八
を
統
合
し
て
あ
る
。
た
だ
し
神
宮
文
庫

本
は
ど
う
い
う
わ
け
か
一
〇
冊
目
に
一
番
古
い
年
次
が
入
り
込
ん
で
お
り
、
そ
の
次
の
年

次
で
一
冊
目
に
戻
る
よ
う
な
冊
割
に
な
っ
て
い
る
）。
な
お
「
花
園
院
天
皇
宸
記
」
は
他

と
異
な
る
表
紙
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
一
一
冊
目
が
書
写
本
九
の
「
誡
太
子

書
」「
学
道
之
御
記
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
伏
見
宮
所
蔵
宸
翰
類
」
で
も
書
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
伏
見
宮
所
蔵
宸
翰
類
」
を
含
む
同
じ
表
紙
の
他
の
本
と
は
別
の
機

会
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。「
光
厳
院
御
記
」
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
し
く
ふ

れ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
）
13
（

、
こ
れ
は
「
花
園
院
天
皇
宸
記
」
の
誤
り
で
あ
る
。
現
在
の

文
書
目
録
や
書
写
本
は
と
も
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
訂
正
が
世
に
出
る
の
は

昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
、
明
治
期
に
は
一
般
に
流
布
し
て
い
な
い
情
報
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
神
宮
文
庫
本
も
当
然
「
光
厳
院
御
記
」
と
し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、『
古
事
類

苑
』
に
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
お
り
）
14
（

、
こ
の
写
本
が
実
際
に
編
纂
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

次
に
部
分
的
だ
っ
た
り
、
や
や
複
雑
な
書
写
を
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

「
伏
見
院
御
記
」
も
書
写
本
で
は
四
か
ら
六
ま
で
の
三
冊
か
ら
な
る
が
、
神
宮
文
庫
本
で

は
五
と
六
の
二
冊
分
を
書
写
し
て
い
る
。「
貞
敦
親
王
御
記
」
は
上
下
二
冊
か
ら
な
る
が
、

書
写
本
二
七
の
な
か
の
「
邦
輔
親
王
御
誕
生
記
」
他
を
上
、「
御
文
」
他
「
御
懺
法
記
」

「
御
筆
御
消
息
之
写
」
を
下
と
し
て
書
写
し
て
お
り
、
書
写
本
二
七
全
部
を
書
写
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。「
後
崇
光
院
御
記
」
は
四
冊
か
ら
な
る
が
、
第
一
冊
目
は
書
写
本
二

三
、
第
二
冊
目
は
書
写
本
二
二
、
第
三
冊
目
は
書
写
本
一
九
、
第
四
冊
目
は
書
写
本
二
〇

に
あ
た
り
、
書
写
本
二
一
の
「
御
香
事
抜
書
」
や
書
写
本
二
四
の
和
歌
類
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
書
名
の
「
後
崇
光
院
御
記
」
は
御
日
記
で
は
な
く
、
書
写
本
に
見
ら
れ
る
「
後
崇

光
院
宸
筆
」
と
い
う
意
と
み
ら
れ
る
。「
伏
見
宮
所
蔵
宸
翰
類
」
は
八
冊
か
ら
な
る
が
、



（ 33 ）

こ
れ
は
書
写
本
の
各
所
か
ら
必
要
な
文
書
類
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
冊
目
は
書
写

本
一
、
第
二
冊
目
は
書
写
本
二
、
第
三
冊
目
は
書
写
本
三
、
第
四
冊
目
は
書
写
本
七
、
第

五
冊
目
は
書
写
本
八
、
第
六
冊
目
は
書
写
本
四
所
収
「
霊
元
天
皇
桜
町
天
皇
御
添
翰
」
と

書
写
本
九
、
第
七
冊
目
は
書
写
本
一
八
、
第
八
冊
目
は
書
写
本
二
五
か
ら
な
る
。
な
お
、

先
に
指
摘
し
た
が
、
第
六
冊
目
の
書
写
本
九
は
別
に
「
花
園
院
天
皇
宸
記
」
一
一
冊
目
で

も
書
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
伏
見
宮
所
蔵
宸
翰
類
」
は
い
か
な
る
基
準
か
は
判

然
と
し
な
い
が
、
広
い
範
囲
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
看
聞
日
記
」
は
他
の
写
本
と
同
じ
表
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
く
伏
見
宮
家
の
蔵

書
か
ら
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
そ
れ
は
当
時
伏
見
宮

家
で
蔵
し
て
い
た
「
看
聞
日
記
」
の
「
謄
写
本
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
、
今
回
確
認
で
き
た
複
本
の
写
本
は
、「
看
聞
日
記
」
を
除
い
て
も
、
三
三
冊
に

及
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
大
部
な
書
写
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
分
か
ら
な
い
）
15
（

。
ま
た
史
料
編
纂
所

本
と
神
宮
文
庫
本
の
「
権
記
」
を
比
べ
て
み
る
と
、
史
料
編
纂
所
本
で
は
部
分
的
な
書
写

で
あ
る
の
に
対
し
、
神
宮
文
庫
本
は
全
冊
が
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
宮
文
庫
本

が
史
料
編
纂
所
本
か
ら
書
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
分
か
る
。
や
は
り
こ
れ
だ
け

の
大
規
模
な
書
写
は
伏
見
宮
家
の
複
本
か
ら
直
接
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
神
宮
文
庫
本
の
「
伏
見
宮
記
録
目
録
」（
五
門
│
一
六
二
六
）
の
書
名
に
注
目

し
た
い
。
史
料
編
纂
所
本
は
「
御
」
の
字
を
挿
入
し
た
よ
う
な
形
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
が
、
こ
の
神
宮
文
庫
本
で
は
「
御
」
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
や
は
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
は
「
伏
見
宮
記
録
目
録
」
と
い
う
名
称
で
あ
り
、
書
写
さ

れ
た
史
料
編
纂
所
の
複
本
類
も
本
来
は
「
伏
見
宮
記
録
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
）
16
（

。「
伏
見
宮
記
録
目
録
」
は
当
部
蔵
の
文
書
目
録
や
史
料
編
纂
所
本
「
伏
見
宮
御
記
録

目
録
」
同
様
に
、
文
書
類
の
書
き
出
し
を
引
用
し
て
記
し
た
詳
細
な
も
の
で
、『
古
事
類

苑
』
の
編
纂
で
は
こ
れ
ら
を
も
と
に
書
写
す
る
複
本
類
を
選
定
し
て
書
写
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
た
目
録
の
名
称
は
「
伏
見
宮
記
録
目
録
」

が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
、
同
様
に
複
本
も
ま
た
「
伏
見
宮
記
録
」
と
称
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
た
複
本
を
書
写
し
た
も
の
と
し
て
は
、
当
部
図
書
寮

文
庫
蔵
の
柳
原
家
旧
蔵
本
の
「
花
園
院
御
記
」
一
二
冊
（
函
架
番
号
柳
│
一
〇
五
四
）
と

「
光
厳
院
御
記
」
一
冊
（
函
架
番
号
柳
│
一
〇
四
九
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
の
う
ち
一

一
冊
は
元
一
〇
か
ら
元
一
九
の
「
花
園
院
天
皇
宸
記
」
と
元
九
の
「
諧
太
子
書
」
他
で
あ

る
が
、
あ
と
一
冊
は
文
書
目
録
に
見
え
る
元
二
八
に
続
く
番
号
な
し
の
「
花
園
院
天
皇
宸

記
」
が
該
当
す
る
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
部
分
の
書
写
本
は
存
し
て
い
な
い
。
後
者
は
書

写
本
一
七
と
同
じ
書
写
奥
書
を
持
つ
写
本
で
あ
る
。
柳
原
家
旧
蔵
本
に
関
し
て
は
「
光
厳

院
御
記
」
の
書
写
者
の
名
前
の
み
分
か
る
も
の
の
、
書
写
時
期
等
は
分
か
ら
な
い
）
17
（

。

以
上
の
よ
う
な
伏
見
宮
家
の
複
本
を
書
写
し
た
本
の
存
在
は
、
明
治
期
の
歴
史
編
纂
に

お
い
て
、
伏
見
宮
家
の
蔵
書
が
活
用
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
大
き
な
成
果
を
与
え
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

三　
「
伏
見
宮
御
記
録
」
の
書
写
と
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
の
編
修

前
節
で
は
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
た
複
本
が
臨
時
修
史
局
や
『
古
事
類
苑
』
の
編
纂
に

際
し
て
借
用
、
書
写
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
い
ず
れ
も
「
伏
見
宮
（
御
）

記
録
」
と
い
う
書
名
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
図
書
寮
文
庫
蔵
の
「
伏
見
宮
記
録
文

書
」
と
書
名
が
異
な
っ
て
い
た
。
本
節
で
は
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
た
複
本
と
「
伏
見
宮

記
録
文
書
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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こ
こ
で
手
が
か
り
に
な
る
の
は
図
書
寮
文
庫
の
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
と
史
料
編
纂
所

本
・
神
宮
文
庫
本
の
書
写
奥
書
に
差
異
が
見
ら
れ
る
簿
冊
が
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
書
写
本
二
二
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
詩
御
会
懐
紙
（
応
永
十
七
年
）」
で
、
書
写

奥
書
に
は
、

右
後
崇
光
院
太
上
天
皇
宸
翰　

伏
見
宮
秘
蔵
也
、

奉　

令
旨
謹
複
写
之
、

と
あ
り
、
書
写
者
と
書
写
年
月
日
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
史
料
編
纂
所

本
で
は
（「
伏
見
宮
御
記
録
」
元
廿
五
（
二
〇
〇
一
│
一
一
│
二
二
））、

右
後
崇
光
院
太
上
天
皇
宸
輸翰　

伏
見
院
秘
蔵
也
、

奉　

令
旨
謹
複
写
之
、

明
治
六
年
七
月
廿
三
日　

同
宮
家
扶
津
田
宗
元

と
あ
り
、
同
様
に
神
宮
文
庫
本
に
も
、

右
後
崇
光
院
太
上
天
皇
宸
翰　

伏
見
院
秘
蔵
也
、

奉　

令
旨
謹
複
写
之
、

明
治
六
年
七
月
廿
三
日　

同
宮
家
扶
津
田
宗
元

と
あ
る
（「
後
崇
光
院
御
記
」
二
（
五
門
│
一
五
二
三
））。
史
料
編
纂
所
本
と
神
宮
文
庫

本
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
親
子
の
関
係
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
に
見
え
る
書
写
者
と

書
写
年
月
日
は
そ
れ
ぞ
れ
親
本
か
ら
書
写
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
書
写
本
に
は
史
料
編
纂
所
本
他
に
見
ら
れ
る
部
分
が
存
し
て
い
な
い
例
が

指
摘
で
き
る
こ
と
か
ら
、
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
た
「
伏
見
宮
御
記
録
」
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
書
写
本
が
書
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、
い
つ
書
写
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
伏
見
宮
家
の
蔵
書
の
図
書
寮
の
借
用
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
し
く
述
べ
た
が
、

そ
れ
に
は
勢
多
章
甫
（
一
八
三
〇
〜
九
四
）
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
勢
多
は

地
下
出
身
の
明
法
家
で
、
孝
明
天
皇
に
仕
え
た
経
歴
を
持
ち
、
明
治
に
入
り
宮
内
省
に
出

仕
し
、
明
治
二
十
二
年
頃
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
孝
明
天
皇
の
御
伝
記
で
あ
る
『
先
朝
紀

略
』
を
編
纂
し
た
人
物
で
あ
る
が
）
18
（

、
伏
見
宮
家
の
蔵
書
類
は
『
先
朝
紀
略
』
の
参
考
に
な

る
も
の
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
「
御
系
譜
并
ニ
帝
室
一
切
ノ
記
録
」
）
19
（

に

関
す
る
史
料
を
調
査
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
ず
明
治
二
十
二
年
五
月
二
十
二
日
に
勢
多
の
希
望
に
よ
り
伏
見
宮
家
か
ら
「
書
籍
目

録
」
を
借
用
し
た
）
20
（

。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
「
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
」
の
親
本
に
あ
た
る

「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
で
、
こ
の
機
に
書
写
が
行
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
勢
多

の
も
の
と
み
ら
れ
る
花
押
と
「
明
治
二
十
二
年
六
月
十
日
以
伏
見
宮
御
本
写
之
」
と
す
る

奥
書
を
も
つ
「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
を
宮
内
公
文
書
館
で
は
蔵
し
て
い
る
が
（
識
別
番

号
七
〇
二
八
八
）、
こ
れ
は
同
じ
時
に
勢
多
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
21
（

。

勢
多
は
明
治
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日
に
「
光
厳
院
天
皇
宸
記
」、「
花
園
院
天
皇
宸

記
」（
元
応
二
年
、
正
中
元
年
、
元
徳
元
年
）、「
本
朝
世
紀
」（
第
五
、
第
八
）、「
行
成
卿

記
」（
長
徳
四
年
）、「
記
者
不
分
明
保
元
三
年
記
」、「
水
左
記
」、「
山
槐
記
」（
治
承
二
年

六
月
か
ら
九
月
）、「
経
俊
卿
記
」（
嘉
禎
四
年
、
暦
仁
元
年
）
の
借
用
希
望
を
図
書
寮
に

出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
借
り
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
八
月
九
日
に

「
愚
記
」、「
御
元
服
ノ
記
」、「
御
移
徙
ノ
記
」、「
院
崩
御
ノ
記
」
の
借
用
申
請
が
図
書
寮

か
ら
伏
見
宮
家
に
出
さ
れ
、
伏
見
宮
よ
り
「
愚
記
」、「
移
徙
雑
志
」
は
貸
し
出
し
で
き
る

旨
返
事
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
八
月
二
十
三
日
に
改
め
て
借
用
が
申
請
さ
れ
た
。
九
月
七
日
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に
勢
多
よ
り
図
書
寮
へ
「
伏
見
院
天
皇
宸
記
」、「
光
厳
院
天
皇
宸
記
」、「
花
園
院
天
皇
宸

記
」（
元
応
二
年
、
正
中
二
年
、
元
徳
元
年
）、「
野
府
記
」（
永
延
二
年
、
正
暦
四
年
、
長

徳
二
年
、
同
三
年
、
長
保
三
年
、
万
寿
二
年
、
長
元
二
年
）、「
権
記
」（
長
徳
四
年
）
に

つ
い
て
、「
帝
国
大
学
江
伏
見
宮
御
本
ヲ
以
テ
新
写
セ
シ
ヲ
借
用
致
度
」
き
と
の
希
望
が

出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
帝
国
大
学
に
蔵
さ
れ
て
い
た
「
伏
見
宮
御
記
録
」
の
こ
と
と

み
ら
れ
る
。
帝
国
大
学
か
ら
「
伏
見
院
天
皇
宸
記
」、「
花
園
院
天
皇
宸
記
」
の
う
ち
元
応

二
年
記
、「
野
府
記
」
の
う
ち
永
延
二
年
、
正
暦
四
年
、
長
徳
二
年
・
同
三
年
、
万
寿
二

年
、
長
元
二
年
の
各
年
記
の
他
は
所
蔵
し
て
い
な
い
旨
の
返
事
を
も
ら
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
九
月
十
五
日
に
は
勢
多
よ
り
、「
平
戸
記
」、「
黄
葉
記
」、「
経
俊
卿
記
」、「
御

産
部
類
」、「
御
元
服
部
類
」、「
仙
洞
御
移
徙
部
類
（
白
河
・
後
白
河
）」、「
御
落
飾
記
」、

「
崩
御
記
」、「
経
俊
卿
記
」
の
借
用
希
望
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
図
書
寮
の
借
用
申
請
が

見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
の
借
用
が
実
際
に
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。

こ
こ
で
こ
の
勢
多
の
借
用
希
望
書
目
に
注
目
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
平
戸
記
」、「
黄
葉

記
」
の
場
合
、「
利
十
二
号
ヨ
リ
十
八
号
マ
テ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
伏
見
宮
御
記
録
目

録
」
に
見
え
て
い
る
分
類
記
号
（
元
・
亨
・
利
・
貞
）
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
勢
多

は
書
写
し
た
目
録
か
ら
書
目
を
選
定
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
勢
多
に
よ
る
借
用
希
望
は
見
え
て
い
な
い
が
、
十
二
月
五
日
に
図
書
寮
よ
り

伏
見
宮
家
扶
御
中
へ
以
下
の
よ
う
な
借
用
証
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

記

一
光
厳
院
天
皇
宸
記 

壱
冊

一
改
元
部
類
記 

壱
冊

一
経
俊
記 

壱
冊

一
仙
洞
御
移
徙
部
類
記 

壱
冊

一
守
邦
王
立
親
王
立
太
子
記
云
々 

壱
冊

一
後
崇
光
院
宸
筆 

壱
冊

一
永
承
元
年
東
宮
後
三
条
尊
仁
御
元
服
記
云
々 

壱
冊

一
嘉
応
元
年
後
白
河
院
御
落
飾
記
云
々 

壱
冊

右
暫
時
借
用
仕
候
也

明
治
廿
二
年
十
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
書
寮　

印

伏
見
宮
家
扶
御
中

こ
れ
に
よ
れ
ば
「
光
厳
院
天
皇
宸
記
」
以
下
を
そ
れ
ぞ
れ
「
壱
冊
」
ず
つ
借
り
た
こ
と
が

分
か
る
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、「
守
邦
王
立
親
王
立
太
子
記
云
々
」
の
よ
う
に

「
云
々
」
と
あ
っ
た
り
、
ま
た
借
用
希
望
書
目
の
単
位
が
「
冊
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
「
守
邦
王
立
親
王
立
太
子
記
」
は
現
在
「
守
邦
王
立
親
王
並
尊
治
親
王
立
太
子
次

第
」（
函
架
番
号
伏
│
六
三
三
）
と
い
う
書
名
で
整
理
さ
れ
て
お
り
、
形
状
は
巻
子
本
で

あ
り
、「
冊
」
で
数
え
ら
れ
る
冊
子
本
で
は
な
い
。
ま
た
「
云
々
」
と
あ
る
こ
と
は
、「
守

邦
王
立
親
王
立
太
子
記
」
単
独
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
本
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
こ
と
か
ら
、
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
複
本
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
文
書
目
録
で
確
認
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
利
四
三
に
あ
た
り
、
現
在
の
図
書
寮
文

庫
本
の
書
写
本
六
八
に
あ
た
る
。
同
様
に「
永
承
元
年
東
宮
後
三
条
尊
仁
御
元
服
記
云
々
」

は
利
四
二
で
書
写
本
六
七
、「
嘉
応
元
年
後
白
河
院
御
落
飾
記
云
々
」
は
利
五
二
で
書
写

本
七
三
に
あ
た
る
。
こ
の
後
、
図
書
寮
か
ら
は
十
二
月
十
九
日
に
「
伏
見
院
天
皇
宸
記
」、

「
女
院
御
出
家
部
類
」、「
後
深
草
院
天
皇
崩
御
以
下
記
」、「
亀
山
院
天
皇
崩
御
以
下
御
仏

事
記
」、「
行
成
卿
記
」
を
借
用
し
（
翌
年
二
月
二
十
八
日
返
却
）、
こ
こ
で
一
連
の
伏
見

宮
家
の
記
録
類
の
借
用
が
ひ
と
区
切
り
す
る
。

こ
の
よ
う
に
勢
多
の
主
導
に
よ
り
伏
見
宮
家
の
蔵
書
が
借
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
ま
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ず
目
録
を
借
り
入
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
借
用
す
る
本
の
選
定
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ

の
際
に
借
用
さ
れ
た
も
の
は
当
初
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
最
終
的
に
は
原
本
で
は
な
く
、

複
本
が
借
用
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
た
だ
し
こ
の
段
階
で
借
用
し
た
本
は
一
部
で

あ
り
、
た
と
え
こ
の
時
期
に
書
写
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
書
写
が
完
了
し
た
と
は
い

い
が
た
い
。

そ
の
後
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の
伏
見
宮
「
日
記
」
に
は
伏
見
宮
蔵
書
借
用
の
記

事
が
見
え
て
い
る
が
、
確
認
で
き
た
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
）
22
（

。

①
明
治
二
十
八
年
十
月
二
十
二
日
条

図
書
寮
ヨ
リ
左
記
御
書
類
借
用
申
出
ニ
付
同
寮
へ
差
廻
ス
、

看
聞
御
記　
　

全
部
四
十
三
冊　

一
筥

②
明
治
二
十
八
年
十
月
三
十
日
条

図
書
寮
御
系
譜
課
ヨ
リ
予
テ
貸
渡
、

愚
記　
　

九
冊　

返
上
依
テ
証
書
渡
ス
、

③
明
治
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

図
書
寮
御
系
譜
課
ヘ
当
宮
御
蔵
書
ノ
内
左
ノ
通
リ
貸
渡
ス
、

元
ノ
内　

七
冊　
　

利
ノ
内　

弐
冊

④
明
治
二
十
八
年
十
二
月
九
日

図
書
寮
ヨ
リ
御
蔵
書
受
取
来
ル
、

御
記
録　
　

元
第
九

同　
　
　
　

元
第
廿
一

同　
　
　
　

元
第
廿
六

合
三
冊

②
③
に
は
「
図
書
寮
御
系
譜
課
」
で
借
り
た
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
御
系
譜
課
は
後

の
編
修
課
で
あ
り
、
書
写
本
に
捺
さ
れ
て
い
た
「
図
書
寮
編
修
課
」
印
と
符
合
す
る
。
②

の
「
愚
記
」
は
「
建
内
記
」
で
あ
り
、
九
冊
と
あ
る
が
、
原
本
は
巻
子
本
で
あ
る
の
で
伏

見
宮
家
で
作
成
さ
れ
た
複
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
③
は
具
体
的
な
書
名
は
分
か
ら
な

い
が
、「
元
」
の
う
ち
七
冊 

、「
利
」
の
う
ち
二
冊
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
単
位
が
冊
と
あ

る
の
で
複
本
で
あ
る
。
④
は
「
元
第
九
」
は
「
野
府
記
」、「
元
第
廿
一
」
は
「
中
右
記
」、

「
元
第
廿
六
」
は
「
愚
記
」
で
あ
り
、
原
本
は
い
ず
れ
も
巻
子
本
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら

も
複
本
で
あ
る
。
①
の
「
看
聞
御
記
」
は
原
本
は
こ
の
当
時
既
に
献
上
さ
れ
て
い
た
の
で
、

太
政
官
で
作
成
さ
れ
伏
見
宮
家
に
下
賜
さ
れ
た
「
謄
写
本
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
23
（

。
①
④
は

「
図
書
寮
」
と
あ
る
の
み
で
課
名
は
分
か
ら
な
い
が
、
②
③
が
御
系
譜
課
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
同
様
に
御
系
譜
課
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
決
し
て
多
く
な

い
が
、
こ
の
時
期
に
図
書
寮
御
系
譜
課
で
複
本
が
借
り
出
さ
れ
て
い
る
例
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。
一
方
、
今
の
と
こ
ろ
宮
内
公
文
書
館
で
蔵
し
て
い
る
公
文
書
で
は
、
複
本
が

伏
見
宮
家
よ
り
宮
内
省
に
移
管
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
よ
り
、
複
本

の
借
用
が
繰
り
返
さ
れ
て
御
系
譜
課
で
書
写
本
が
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

「
明
治
四
十
二
年
図
書
録
」（
識
別
番
号
乙
二
八
二
）
に
は
、

　

伏
見
宮
家
ヨ
リ
借
入
照
会
按

伏
見
宮
御
記
録

一
、
利
御
産
部
類　
　
　

全
部　
　
　
　
　
　

返（朱
筆
）却

　
　
　
（
御
産
目
録
已
下
御
産
間
雑
事
迄
）

一
、
利
建
武
元
年
日
記　

壱
冊　
　
　
　
　
　

返（朱
筆
）却

一
、
〃
中
宮
御
産
部
類　

壱
冊　
　
　
　
　
　

返（朱
筆
）却

右
ハ
貴
宮
御
秘
蔵
ニ
係
ル
記
録
出
願
之
由
ニ
及
承
候
処
、
当
寮
編
纂
事
業
上
参
考
ノ
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為
メ
必
要
有
之
閲
覧
致
度
候
間
、
暫
時
御
貸
与
相
成
度
此
段
及
御
依
頼
候
也
、

明
治
四
十
二
年
二
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
書
寮

伏
見
宮
別
当
馬
場
三
郎
殿

追
而
閲
覧
相
済
候
上
ハ
直
ニ
返
却
ス
ヘ
ク
候
、
可
申
様
可
取
計
候
間
此
段
申

添
候
也
、

　

三
月
二
日

と
あ
り
、
欄
外
に
「
編
修
課
」
の
印
と
明
治
「
四
二
年
三
月
二
日
借
入
四
二
年
三
月
一
五

日
返
却
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
編
修
課
が
「
編
纂
上
参
考
ノ
為
メ
」
こ
れ
ら
の
史
料
を
伏

見
宮
家
か
ら
借
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
。「
御
産
部
類
」
は
注
記
に
「（
御
産
目
録
已
下
御

産
間
雑
事
迄
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
利
七
九
か
ら
利
八
〇
、「
建
武
元
年
日
記
」「
中
宮

御
産
部
類
」
は
い
ず
れ
も
利
八
四
で
あ
り
、
書
写
本
が
な
い
部
分
で
あ
る
（
こ
こ
に
掲
げ

た
番
号
は
文
書
目
録
に
見
え
る
鉛
筆
に
よ
る
仮
番
号
）。
お
そ
ら
く
こ
の
時
点
で
伏
見
宮

家
の
複
本
の
書
写
が
終
わ
っ
て
編
修
課
の
手
許
に
複
本
か
ら
書
写
さ
れ
た
書
写
本
が
あ
る

の
で
、
そ
れ
ら
に
な
い
部
分
の
調
査
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
正
五
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
帝
室
和
漢
図
書
目
録
』
に
は
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
八
八
冊
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
明

治
末
年
頃
ま
で
に
は
書
写
さ
れ
た
書
写
本
は
整
理
を
終
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

以
上
、
伏
見
宮
家
か
ら
図
書
寮
へ
の
蔵
書
の
借
り
入
れ
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
明
治
二
十
二
年
五
月
に
勢
多
章
甫
が
「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
を
借
用
し
た
の
を

契
機
に
明
治
二
十
三
年
二
月
ま
で
伏
見
宮
家
の
蔵
書
の
借
用
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
の
図

書
寮
の
借
用
に
つ
い
て
、
宮
内
省
側
の
記
録
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
伏
見
宮
家
の
日
記

に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
八
年
に
図
書
寮
御
系
譜
課
で
相
次
い
で
伏
見
宮
家
の
複
本
を
借
用

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
借
用
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
図
書
寮
御
系
譜
課

で
現
在
図
書
寮
文
庫
で
蔵
し
て
い
る
書
写
本
の
書
写
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
史
料
蒐
集
の
目
的
は
当
時
御
系
譜
課
で
行
わ
れ
て
い
た
皇
統
譜
の
調
製
に
関
係

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
24
（

。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
複
本
を
書
写
し
た
も
の
は
、
伏
見

宮
家
に
お
け
る
複
本
の
く
く
り
と
は
若
干
の
変
更
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
し
て
）
25
（

、
図
書
寮
で

新
た
に
編
綴
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
史
料
名
も
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」「
伏
見
宮
記
録
文
書

目
録
」
と
命
名
さ
れ
、
図
書
寮
の
蔵
書
に
加
え
ら
れ
、『
帝
室
和
漢
図
書
目
録
』（
大
正
五

年
）
に
登
載
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

む
す
び

伏
見
宮
家
で
は
明
治
三
年
に
「
看
聞
日
記
」
を
太
政
官
に
献
上
し
た
が
、
そ
の
直
後
に

皇
居
が
火
災
に
遭
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
貴
重
な
蔵
書
の
複
本
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
火
災
の
直
後
の
明
治
六
年
六
月
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
同
八
年
十
二
月
ま
で
行

わ
れ
た
が
、
そ
の
書
写
を
ほ
と
ん
ど
一
人
で
行
っ
た
の
が
、
伏
見
宮
家
家
従
浦
野
直
輝
で

あ
る
。
そ
し
て
書
写
さ
れ
た
複
本
群
は
「
伏
見
宮
御
記
録
」
と
称
さ
れ
た
。

「
伏
見
宮
御
記
録
」
は
臨
時
修
史
局
や
『
古
事
類
苑
』
の
編
纂
に
際
し
て
、
貸
し
出
さ

れ
る
な
ど
し
て
広
く
利
用
さ
れ
、
明
治
期
の
歴
史
編
纂
事
業
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

同
様
に
図
書
寮
で
も
ま
ず
勢
多
章
甫
に
よ
り
、「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
が
書
写
さ
れ
、

そ
れ
に
基
づ
き
伏
見
宮
家
の
蔵
書
の
借
用
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
図
書
寮
御
系
譜
課
で

「
伏
見
宮
御
記
録
」
を
借
用
し
て
書
写
が
行
わ
れ
、
明
治
末
年
ま
で
に
新
た
に
書
写
本
八

七
冊
と
文
書
目
録
一
冊
に
編
綴
し
、「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
と
し
て
整
理
さ
れ
、
図
書
寮

の
文
庫
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
は
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
蔵
の
「
伏
見
宮
御
記
録
」
や
神
宮
文
庫
蔵
の
古
事
類
苑
編
纂
史
料
等
と
兄
弟
の
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関
係
に
あ
た
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
な
か
で
書
写
年
次
の
明
ら
か
な
も
の
と
し

て
は
史
料
編
纂
所
本
が
一
番
古
い
写
本
と
い
う
こ
と
と
な
り
、「
伏
見
宮
御
記
録
」
の
原

本
が
確
認
で
き
な
い
現
在
で
は
）
26
（

、
原
本
に
近
い
状
態
と
い
う
意
味
で
貴
重
な
本
と
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
、「
伏
見
宮
記
録
文
書
」
は
合
綴
の
際
に
編
修
が
加
え
ら

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
史
料
編
纂
所
本
に
比
し
て
完
本
に
近
い
と
い
う
こ
と

か
ら
、
複
本
作
成
事
業
の
全
貌
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）　
「
伏
見
宮
本
の
変
遷
│
書
陵
部
で
の
整
理
と
書
名
決
定
│
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』

三
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。
本
論
文
を
飯
倉
Ａ
と
し
、『
国
史
大
辞
典
』
の
氏
の
見
解

を
飯
倉
Ｂ
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
2
）　

田
口
慶
吉
「
近
代
太
政
官
文
書
の
様
式
に
つ
い
て
」（『
北
の
丸
』
一
九
、
一
九
八
七
年
）。

（
3
）　
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
六
年
五
月
五
日
条
。

（
4
）　
『
図
書
寮
叢
刊
看
聞
日
記
』
七
（
明
治
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
所
収
の
解
題
に
「
看
聞
日

記
」
の
献
上
の
経
緯
に
つ
い
て
、
史
料
を
交
え
て
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。

（
5
）　

中
野
目
徹
「「
公
文
録
」
と
「
太
政
類
典
」」（『
近
代
史
料
学
の
射
程
│
明
治
太
政
官
文
書

研
究
序
説
│
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
九
九
二
年
初
出
）、
相
曽
貴
志
「「
式
部
寮
記
録
」

と
宮
内
省
式
部
寮
の
成
立
」（『
史
潮
』
新
六
三
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
6
）　

こ
れ
ら
以
外
に
も
「
看
聞
日
記
」、
亨
の
「
魚
山
百
首
」
以
下
、
利
の
冒
頭
の
「
本
朝
世

紀
」
等
、
書
写
本
が
存
し
な
い
も
の
も
あ
る
。

（
7
）　
「
明
治
九
年
進
退
録
」
四
三
号
伏
見
宮
家
従
浦
野
直
輝
免
職
ノ
件
（
識
別
番
号
二
〇
八
〇

八
）。
明
治
九
年
一
月
七
日
に
伏
見
宮
家
か
ら
浦
野
の
免
職
の
届
け
出
が
宮
内
卿
宛
に
出
さ
れ
、

翌
八
日
に
そ
の
旨
が
京
都
府
権
知
事
に
通
達
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

書
写
本
六
七
は
明
治
六
年
九
月
、
同
十
二
月
、
明
治
七
年
一
月
、
書
写
本
七
九
は
明
治
六

年
十
月
、
同
十
一
月
、
明
治
八
年
四
月
、
書
写
本
八
四
は
明
治
六
年
十
月
、
明
治
七
年
十
月
、

明
治
八
年
十
一
月
、
同
十
二
月
の
奥
書
を
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
写
本
を
収
め
て
い
る
。

（
9
）　
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
八
年
十
一
月
十
四
日
条
。

（
10
）　
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』
一
〜
二
・
四
二
頁
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二

〇
〇
一
年
）。

（
11
）　

書
籍
館
の
収
蔵
本
は
最
終
的
に
内
閣
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
た
（『
内
閣
文
庫
百
年
史
』
三
〜

三
五
頁
（
国
立
公
文
書
館
、
一
九
八
五
年
））。

（
12
）　
「
古
事
類
苑
編
纂
事
歴
」（『
古
事
類
苑
総
目
録
索
引
』
神
宮
司
庁
、
一
九
一
四
年
）、
熊
田

淳
美
「『
古
事
類
苑
』
を
め
ぐ
る
政
策
と
経
済
」（『
三
大
編
纂
物
群
書
類
従
古
事
類
苑
国
書
総

目
録
の
出
版
文
化
史
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
13
）　
「
光
厳
天
皇
宸
記
と
さ
れ
て
き
た
花
園
天
皇
宸
記
」（『
日
本
歴
史
』
七
九
九
、
二
〇
一
四

年
）。
以
下
、
当
該
論
文
を
指
す
場
合
に
は
別
稿
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
14
）　
『
古
事
類
苑
』
歳
時
部
一
六
、
灌
仏
。

（
15
）　

い
ず
れ
も
「
古
事
類
苑
編
纂
事
務
所
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
が
、
神
宮
司
庁
に
事
業
が

移
管
さ
れ
る
前
に
書
写
さ
れ
た
も
の
に
、
移
管
後
に
古
事
類
苑
編
纂
事
務
所
で
そ
れ
ら
を
整
理

し
た
際
に
印
が
捺
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
印
の
存
在
か
ら
書
写
時
期
を
特
定
す

る
こ
と
は
難
し
い
。

（
16
）　

私
は
も
と
も
と
「
伏
見
宮
記
録
」
だ
っ
た
も
の
を
書
写
し
た
際
に
宮
家
の
本
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
「
御
」
字
を
挿
入
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
、
便
宜

的
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
本
類
や
そ
の
目
録
を
「
伏
見
宮
御
記
録
」「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
と

称
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
17
）　

柳
原
家
旧
蔵
本
の
「
花
園
院
御
記
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
元
徳
元
年
記
（
光
厳
天
皇
御
即

位
記
）
に
関
し
て
は
、
史
料
編
纂
所
本
で
当
該
箇
所
の
写
本
（
請
求
番
号
二
〇
一
一
│
一
一
│

三
〇
）
を
蔵
し
て
い
る
。
両
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
柳
原
家
旧
蔵
本
に
は
元
徳
元
年
十
一
月
二

十
九
日
か
ら
十
二
月
二
日
の
分
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
史
料
編
纂
所
本
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た

り
、
柳
原
家
旧
蔵
本
に
は
「
御
調
度
目
録
」
が
存
し
て
い
な
か
っ
た
り
な
ど
、
書
写
さ
れ
て
い

る
部
分
に
差
異
が
見
ら
れ
、
両
者
が
親
子
の
関
係
に
あ
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
ま
た
柳
原
家

旧
蔵
本
の
元
徳
元
年
記
と
、
現
在
成
巻
さ
れ
て
い
る
「
花
園
院
宸
記
」（
函
架
番
号
伏
│
五
一

九
）
巻
三
一
と
を
比
べ
て
み
る
と
、「
御
元
服
御
調
度
目
録
」
の
部
分
以
外
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
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の
で
、
柳
原
家
旧
蔵
本
は
当
時
伏
見
宮
家
に
あ
っ
た
「
花
園
院
宸
記
」
原
本
か
ら
、「
御
元
服

御
調
度
目
録
」
以
外
を
書
写
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
史
料
編
纂
所
本
は
書

写
奥
書
が
な
く
、
蔵
書
印
も
他
の
「
伏
見
宮
御
記
録
」
諸
本
は
「
帝
国
大
学
臨
時
編
年
史
編
纂

掛
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
」
と
な
っ
て
い
る
。
史
料
編
纂
所
本
と
同

じ
元
徳
元
年
記
を
収
め
る
『
宸
記
集
』
下
（
列
聖
全
集
編
纂
会
、
一
九
一
七
年
）
に
は
こ
の
部

分
を
「
伏
見
宮
家
御
記
録
以
外
也
」
と
す
る
注
記
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
史
料
編
纂
所
本
の
元

徳
元
年
記
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
本
か
ら
書
写
さ
れ
た
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
が

必
要
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
当
部
に
お
け
る
元
徳
元
年
記
の
成
巻
に
関
し
て
は
、
八
嶌
正
治

「『
花
園
院
宸
記
』
成
巻
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
五
三
七
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
18
）　

岩
壁
義
光
「
宮
内
省
の
事
蹟
調
査
と
『
孝
明
天
皇
紀
』
編
纂
」（『
史
潮
』
新
六
三
、
二
〇

〇
八
年
）。

（
19
）　
「
明
治
十
七
年
図
書
寮
例
規
録
」
第
一
号
図
書
寮
職
制
卿
ヨ
リ
達
ノ
件
（
識
別
番
号
二
六

八
三
）。

（
20
）　
「
明
治
二
十
二
年
図
書
録
」（
識
別
番
号
乙
二
七
三
）、「
明
治
二
十
三
年
図
書
録
」（
識
別

番
号
乙
二
七
四
）。
以
下
、
明
治
二
十
二
年
、
同
二
十
三
年
に
お
け
る
伏
見
宮
家
の
蔵
書
の
借

用
に
関
し
て
は
同
書
に
よ
る
。

（
21
）　

勢
多
が
書
写
し
た
と
み
ら
れ
る
「
伏
見
宮
御
記
録
目
録
」
が
当
部
図
書
寮
文
庫
（
函
架
番

号
三
五
一
│
六
八
七
）
に
も
う
一
部
蔵
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
別
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
が
、
こ
れ
ら
の
目
録
は
「
伏
見
宮
記
録
文
書
目
録
」
や
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の
「
伏
見

宮
御
記
録
目
録
」
等
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
文
書
の
書
き
出
し
部
分
の
引
用
は
省
略
さ
れ
た
形
に

な
っ
て
い
る
。

（
22
）　
「
日
記
（
明
治
二
十
八
年
七
月
〜
十
二
月
）」（
伏
見
宮
家
本
六
五
九
）。

（
23
）　

当
部
図
書
寮
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
る
「
看
聞
御
記
」
全
二
二
冊
（
函
架
番
号
二
五
六
│
三

八
）
に
も
書
写
本
同
様
に
「
図
書
寮
編
修
課
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
今
後
こ
の
本
と
伏
見

宮
家
に
下
賜
さ
れ
た
「
看
聞
日
記
」
の
「
謄
写
本
」
の
関
係
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
24
）　
「
明
治
二
十
二
年
図
書
寮
例
規
録
」
第
三
九
号
図
書
寮
分
課
ヲ
定
メ
大
臣
ヨ
リ
達
ノ
件

（
内
事
課
甲
第
六
〇
七
号
）（
識
別
番
号
二
六
八
三
）。

（
25
）　

私
は
本
来
伏
見
宮
家
で
は
「
元
○
」
毎
に
ひ
と
く
く
り
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
「
伏

見
宮
記
録
文
書
」
で
は
、
例
え
ば
「
花
園
院
天
皇
宸
記
」
の
よ
う
に
、
元
一
三
と
元
一
四
が
合

綴
（
書
写
本
一
三
）
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
と
と
も
に
、
全
体
で
通
し
番
号
が
付

さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
26
）　

現
在
、
図
書
寮
文
庫
で
整
理
・
公
開
さ
れ
て
い
る
伏
見
宮
旧
蔵
本
の
な
か
に
は
、「
伏
見

宮
御
記
録
」
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
本
は
存
し
て
い
な
い
。『
国
書
総
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
京
都

大
学
に
「
伏
見
宮
御
記
録
」（
目
録
共
八
九
冊
。
た
だ
し
『
京
都
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室

所
蔵
和
書
目
録
』（
二
〇
〇
五
年
）
で
は
八
一
冊
と
あ
る
）、
無
窮
会
神
習
文
庫
に
「
伏
見
宮
御

記
録
目
録
」
が
そ
れ
ぞ
れ
蔵
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
今
回
実
見
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
前
者
に
関
し
て
は
、『
京
都
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
所
蔵
和
書
目
録
』
を
見

る
限
り
、
全
冊
完
備
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
複
本
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
写
本
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。


